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資料１ 白煙発生に係る既存知見・事例について（第２章事業計画関係） 

１．白煙発生に係る既存知見・事例 

・白煙発生に係る既存知見・事例については、下記の（1）および（2）が挙げられます。 

・評価書においては、これらの情報を参考に資料編に掲載します。 

 

（1）白煙発生目安に係る既存知見 

気温と湿度および排ガス中の水分割合による白煙発生可能性に係る知見ついては、東京都武蔵野市

の資料事例（東京都）がある。（「２．評価書での修正案」参照） 

排ガス中の水分量が多い場合、白煙発生頻度は増加すると考えられるが、本施設では排ガス中の水

分量が少なくなる乾式処理を採用する方針であり、排ガス中の水分量は概ね 20％程度となると見込ま

れる。このとき、地域的な気温分布の相違は考えられるものの、白煙が発生しやすいのは気温の低い

冬季前後（概ね 12 月～3 月頃）と想定される。 

 

（2）白煙発生実態に係る既存事例 

本施設が位置する長浜市近傍に位置する滋賀県彦根市の彦根市清掃センターについて、白煙の発生

状況が観察されている記録がある。（「２．評価書での修正案」参照） 

当該記録によると、観察が行われている春季～秋季（冬季以外）においては、白煙が視認されたの

は令和３年 10 月 20 日午前の１回のみで、殆ど視認されていない。 

 

２．白煙発生に係る影響の程度について 

・上記の事例より、白煙が発生しやすい時期は、年間でみると冬季前後に限定されると想定されます。 

・エネルギー回収を最大化する観点から、本施設では白煙の発生防止は行いませんが、白煙については、

下記の対応により一定の低減が期待できると考えられます。 

 排ガス処理には「乾式」を採用する方針である。「乾式」は「湿式」に比べて排ガス中の水分量

が少なく白煙（水蒸気）の発生量が少ない。 

 高効率無触媒脱硝を行う際には、還元剤の過剰噴霧が白煙発生の原因となることがあるため、

還元剤の噴霧量に留意する。 

・なお、本環境影響評価における住民説明会や周辺住民等からの意見書、および既存の焼却施設（クリス

タルプラザ）の稼働に対し、煙突からの白煙の低減を求める声はあがっていません。 

⇒ 以上より、白煙が視認される程度（実質的な影響の程度）は小さいと考えます。 

 

・なお、評価書の「第 2 章 事業計画」においては、排ガス処理に「乾式」を採用する方針であること（処

理フロー図の修正含む）、および上記の対応を追記するとともに、白煙の概要および発生しやすい時期

の説明を追記します。 

（※「２．評価書での修正案」参照） 
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２．評価書での修正案 

【 本 編 】 
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【 資料編 】 
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資料２-２ 風速に係る静穏区分の説明 

 

１．静穏の区分およびその理由 

 
・既存資料（斎場整備に係る生活環境影響調査）、現地調査（本環境影響評価）における静穏の区分およ

びその理由は下表に示すとおりです。 

 

・評価書での説明記載案（修正案）は次ページに示すとおりです。 

 

 

表 静穏の区分およびその理由 

 静穏（Calm） 

の区分 
理 由 

既存資料 
（斎場整備に係る生

活環境影響調査） 
0.3m/s 未満 

「湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業に係る生活環

境影響調査検討書」では、気象庁の静穏区分（0.3m/s 未満）で

整理されているため。 

現地調査 
（本環境影響評価） 0.4m/s 以下 

本環境影響評価では、「窒素酸化物総量規制マニュアル」および

「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」に基づく予測を

実施していることから、これらのマニュアルに基づく無風の区

分（0.4m/s 以下）で静穏を区分しているため。 
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２．評価書での修正案 
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資料 2-3-2 煙突高さ 80ｍでの煙突ダウンウォッシュ、建物ダウンウォッシュ予測の修正について 

 

１．煙突高さ 80ｍでの短期予測結果 

 環境影響評価の直接的な対象である「焼却施設」を対象に、煙突高さ 59m での予測で想定した排ガ

ス条件および建屋形状等を考慮して、煙突高さ 80m の場合の短期濃度の予測を追加実施しました。 

 また、煙突ダウンウォッシュ、建物ダウンウォッシュの予測については、煙突高さ 59m での煙突排

ガス予測に係る第２回審査会での追加意見を踏まえて見直しを行いました。 

 なお、煙突高さ 80m に係る当該予測については、煙突高さ 59m での予測において最も焼却施設の影

響が大きかった気象条件を対象としました。 

 その結果、他の短期予測の結果と同様に、80ｍ案に比べ 59ｍでは排ガスの寄与濃度は高くなる傾向

が見られるものの、いずれの項目も環境基準等に基づき設定した環境保全目標値を満足することが

確認できました。（評価書（案）抜粋 参照） 

 これらより、大気質の影響の観点では、いずれの案についても、環境基準等に基づき設定した環境

保全目標値を満足することを重視し、準備書と同様にいずれの案も同等と評価しました。 

 評価書においては、上記の短期濃度の予測・評価結果についても記載します。 

（次ページ以降の評価書（案）抜粋参照） 
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２．評価書での修正案（評価書（案）抜粋） 

＜準備書 P.13-3～＞ 
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資料２-４ 施設騒音予測に係る外壁条件情報について 

 

１．施設騒音予測で考慮した外壁条件 

 
・第 2 回審査会資料（資料 2-10）に示した、施設騒音予測で考慮した外壁条件（部材割合）の情報は、評

価書本編および資料編に掲載します。（次ページ参照） 
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２．評価書（本編・資料編）での修正案 

【 本 編 】 
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【 資料編 】 
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資料２-５ 施設騒音予測に係る防音設定について 

 

１．施設騒音予測で考慮した防音設定の記載 

 
・第 2 回審査会資料（資料 2-10）に示していた「防音室設定」の表現は、「防音設定」に修正します。 

 

・また、評価書では、「防音設定」の説明として、次ページに示す注釈を記載します。 
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２．評価書での修正案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

資料６ 予測結果区分に係る具体的な判断基準の説明・追記案 

 

１．予測方法の記載の変更 

 

・審査会でのご指摘を踏まえ、評価書では、予測方法を説明する箇所において、影響の大きさによる 4 段

階の区分の考え方を記載します。 

 

・評価書での修正内容は次ページに示すとおりです。（本資料では動物のみ例示） 
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＜評価書での修正案＞ 

① 予測の基本的な手法 

動物の重要な種の予測方法を表 8.7 60 に示す。 
なお、予測結果は、影響の大きさにより「影響は極めて大きい(AA)」、「影響を受ける(A)」、「影響は

小さい(B)」、「影響は極めて小さい、または、影響はない（C）」の 4 段階に区分した。 
 

表 8.7 60 重要な種の影響要因と予測方法  

影響要因 予測方法 

工 事 の

実施 

土地の

改変 

生息地の

消失また

は縮小 

・確認した重要な種の繁殖環境および生息環境と事業計画を重ね合わせるこ

とにより、各種の繁殖環境および生息環境の改変の程度を予測する方法と

した。 

・改変の程度が重要な種に与える影響について、事例の引用または解析によ

り定性的に予測した。 

・4段階の影響区分の考え方は以下のとおりとした。注） 

 (AA)：繁殖環境の改変の程度が大きい。 

 (A) ：周辺に繁殖環境が広く残存するものの、繁殖環境の一部が改変を受

ける。 

 (B) ：生息環境の一部が改変を受ける。 

 (C) ：生息環境の一部が改変を受ける可能性があるものの、対象事業実施

区域内で個体の確認はない、または、生息環境の改変を受けない。 

土地の改

変に伴う

水の濁り

および水

の汚れ 

・「8.6 水質」および「資料編 第3章 3.2水質」における土地の改変に伴う

水質（水の濁り、水の汚れ）への予測結果をもとに、工事排水の流入が想

定される水路や河川に分布する重要な種の生息環境の変化の程度を予測す

る方法とした。 

・変化の程度が重要な種に与える影響について、事例の引用または解析によ

り定性的に予測した。 

・4段階の影響区分の考え方は以下のとおりとした。 

 (AA)：生息環境が著しく悪化する。 

 (A) ：生息環境が変化する。 

 (B) ：生息環境が変化するものの、その程度は小さい。 

 (C) ：生息環境はほとんど変化しない、または、変化しない。 

重機の

稼働 

重機の稼

働に伴う

騒音 

・確認した繁殖場所や生息地と重機の稼働範囲の位置関係や地形条件等か

ら、生息環境の静寂性への変化の程度を予測する方法とした。 

・変化の程度が重要な種に与える影響について、環境省の猛禽類の保護指針

等の引用により定性的に予測した。 

・4段階の影響区分の考え方は以下のとおりとした。 

 (AA)：繁殖場所の静寂性が大きく変化すると考えられ、繁殖が阻害される。 

 (A) ：繁殖場所の静寂性が変化すると考えられ、繁殖活動に変化が生じる

恐れがある。 

 (B) ：繁殖場所の静寂性が変化すると考えられるものの、繁殖活動に変化

が生じる可能性は低い。 

 (C) ：繁殖場所の静寂性が変化する可能性があるものの、変化の程度は極

めて小さい、または、繁殖場所の静寂性は変化しない。 

注）対象事業実施区域内で繁殖を確認した種（繫殖の可能性がある種を含む）は(AA)または(A)とし、調査地域内での繁

殖環境の改変割合が 50%以上の場合は(AA)に、50%未満の場合は(A)に区分した。また、対象事業実施区域内で繁殖の

確認がなかった種は、対象事業実施区域内の生息環境で実際に個体を確認した場合は(B)に、対象事業実施区域内に

生息環境が分布するものの対象事業実施区域内で個体の確認はなかった種、または、対象事業実施区域内に生息環境

が分布しない場合は(C)に区分した。なお、繁殖環境の改変割合の数値（50%）は明確な知見に基づいたものではな

く、本地域および本事業に係る影響予測で採用した目安である。  
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２．種別予測結果の記載の修正 

 

・種別の予測結果の記載は、影響区分の考え方の見直しに基づき修正します。 

 

・評価書での修正内容は以下に示すとおりです。 

 
 

＜評価書での修正案＞ 

表 予測結果への追記文章（ナゴヤダルマガエルを例に） 

種名 予測結果 影響区分 

ナゴヤダル

マガエル 

・本種は、早春季、春季、夏季及び秋季に対象事業実施区域内を含む調

査地域内外の水田や水溜まりで多数を確認した。対象事業実施区域内

を含む広い範囲で幼生や幼体を確認したことから、調査地域で繁殖し

ている。 

・対象事業実施区域の水溜まりは、本種の繁殖環境となっている。周辺

には同様の繁殖環境が広く残存するものの、繁殖環境の一部が改変を

受ける。このため、本種は影響を受けると予測した。 

Ａ 
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資料７ 動植物の環境保全措置に係る具体の追記 

 

１．環境保全措置の記載の追加 

  

・評価書では、環境保全措置の内容について、具体的な方法を注釈で補足します。 

 

・修正内容は以下に示すとおりです。（本資料では動物のみ例示） 

 

＜評価書での修正案＞（赤字：追加記載内容） 

表 8.7 66 環境保全措置の検討内容 

環境影響要因 環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 

土地の改変 

地形改変の最小化 
工事施工ヤードは対象事業実施区域内を利用するなど、土地の

不要な改変を避ける。 

指定希少種の保護・ 

個体の移殖 

敷地内に生息するトノサマガエル、ナゴヤダルマガエル（指定

希少種）、シュレーゲルアオガエル、コオイムシ、コガムシを

工事前に敷地外に移殖注）する。この時、他に確認した水生生物

も可能な限り移殖する。 

侵入防止 
個体の移殖実施後は、速やかに水域に土砂を搬入し注）、水生生

物の敷地内への再侵入を防止する。 

調整池の設置 敷地内の雨水を調整池に集めて沈砂後に下流河川へ放流する。 

調整池の浚渫 
調整池における濁水の沈降機能が維持されるよう、定期的な土

砂の抜き取りなど適切な対応に努める。 

地下水湧出量の抑制 
地下躯体工事箇所の掘削工事においては遮水矢板を打設する

などにより、地下水の湧出量（排水量）を抑制する。 

速やかな転圧等 
造成の終わった法面等は、速やかな転圧または養生シートでの

地表面の被覆等を行う。 

重機の稼働 
低騒音型建設機械の

採用 

建設工事に使用する重機（建設機械）は、低騒音型の建設機械

を採用するよう努める。 

注）移殖先は、調査地域付近に広く分布する対象種の生息適地とする。また、移殖時期は、工事工程と調整のう

え、ナゴヤダルマガエル等カエル類の繁殖阻害を避けるために繁殖時期後から捕獲効率の下がる越冬時期前

までの期間（5 月～10 月頃の期間）を基本とし、移植実施後は、速やかに水域に土砂を搬入する。ただし、

越冬時期に土砂を搬入する場合は、越冬時期直前に移殖を実施する。 

 

 

以上 
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資料８ 景観の環境保全措置（郷土樹種について）の評価書記載追加 

 

１．環境保全措置の記載の追加 

 

・評価書では、環境保全措置のうち郷土樹種に係る記載を追記します。 

 

・修正内容は以下に示すとおりです。 

 

＜評価書での修正案＞（赤字：追加記載内容） 

表 8.7 66 環境保全措置の検討内容 

環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 

周辺景観環境との調和 

建屋および煙突の形状および配色に配慮し、また、敷地の周囲に植栽を施す。

なお、植栽樹種の選定にあたっては、郷土樹種の導入にも可能な限り留意す

る。 

「長浜市景観まちづく

り計画」に従った景観

対応 

建物等の意匠、色彩、緑化措置等の具体的な検討にあたっては、「長浜市景観

まちづくり計画」に示された「行為の制限の基準」を採用する。 

 

 

以上 
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資料９ 事後調査について（予測の不確実性、環境監視調査の追加） 

 

１．事後調査を行わない理由の修正（P.2、P.4 参照） 

・評価書では、「10.1 事後調査の検討」において、「滋賀県環境影響評価技術指針」に基づき、検討要

件を一部追記します。 

・また、「10.2 事後調査の検討結果」における事後調査を実施しない理由について、より丁寧な説明と

するため、「環境影響評価項目の一部については、想定される予測条件に幅があるため、複数の予測条

件を設定した幅のある予測結果となっているが、本環境影響評価で採用した予測の手法は、その予測精

度に係る知見・事例等が十分に蓄積されているものであるため、この幅を大きく逸脱する可能性は小さ

いと考えられる」に修正します。 

 

 

 

２．環境監視調査（騒音）の追加（P.3 参照） 

・施設稼働騒音については、予測の不確実性は小さく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれはない

と考えられることから、事後調査は実施しません。 

・ただし、自主的な環境監視調査として、「施設竣工後の敷地境界における騒音測定」を追加することと

し、評価書に追記します。 
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３．評価書での修正案 
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